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～重伝建のまち桐生～    伝統と創造 粋なまち 桐生 

平成 26 年 4 月 30 日発行   №28 

  昨年度は、防災に関する現地調査、アンケート、防災まちづくり講演会、防災全体訓練・

ワークショップに、ご協力・ご参加いただきましてどうもありがとうございました。今年度

も引き続き防災計画に関する調査などが行われる予定ですので、ご協力のほどよろしくお願

いします。調査が行われる際は、事前に回覧などお知らせする予定ですが、ご不明な点など

ございましたら、重伝建まちづくり課または伝建まちなか交流館までお問い合わせください。 

※ 裏面へつづく  

 

平成 26 年 1 月 11 日、

有鄰館にて“今、求めら

れる自主防災活動～災

害犠牲者ゼロの地域づ

くり～”と題して、群馬

大学理工学研究院准教

授金井昌信氏による講

演会が開催されました。

自主防災活動における

体制づくりなどについ

てのお話を聴講するこ

とができました。 

 

 

防災全体会議 

 

防災まちづくり講演会 
 

重伝建地区にお住まいの方からは、

約 200 通のご回答をいただきました。 

災害に対する不安や対策等の状況を

把握することができました。また、自

由記述の欄にも防災に対する工夫や災

害への取組みなど、たくさんのご意

見・ご感想をいただき、ありがとうご

ざいました。防災計画の参考とさせて

いただきます。 

概要については、改めてお知らせさ

せていただきます。 

36 名参加 
大雪の次の日でしたが… 

29 名参加 

 

芋煮を 

いただきました おしるこを 

いただきました 

 

 



    

    

    

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

～桐生新町重要伝統的建造物群保存地区～伝統と創造 粋なまち 桐生 

 

 

保存審議会の保存審議会の保存審議会の保存審議会のようすようすようすようす    
 

保存審議会が開催されました 

 平成 26 年 3 月 14 日に保存審議会が開催されました。審議

会では、防災対策調査の概要や今年度及び来年度の修理事業、

また、平成 26 年 2 月 15 日の大雪被害の状況や本町通りの水

路遺構、特定物件の追加などについての報告や話し合いなどが

行われました。 

まちなみ委員会に参加しました 

平成 26 年 3 月 18 日、重伝建地区の防災をテーマとしたまちなみ委員会が開催され、重

伝建まちづくり課も参加させていただきました。 

今回は、重伝建地区およびその周辺地区の自主防災に関することを話し合うということ

で、まちなみ委員会のメンバーに加えて、本町一丁目自主防災会、本町二丁目自主防災会、

第 10 区自主防災会も参加し、拡大まちなみ委員会として開催され、26 名が参加しました。 

重伝建まちづくり課からは、平成 25 年度に行った防災対策調査についての概要を報告さ

せていただき、今後の防災計画の策定に向けたご協力のお願いをして参りました。 

意見交換では、要支援者の把握の方法や、災害時の体制づくり、避難所の確保、自主防災

会の活動及び連携の必要性などについて、活発な意見交換が行われました。各自主防災会で

の活動などについて伺うことができ、困っていることや、解決策の提案など防災計画の方向

性を考える上で大変参考になりました。 

今年度の重伝建まちづくり課は…？ 

 

課長  鈴 木  宏 

 

 

●重伝建係       ●交流館職員    ●歴史まちづくり係    

係長 柳井 徹     向田 浩美     係長 須藤 恵理子   

  遠藤 麻美                 細井 一 

  吉川 智計           

  橋場 ひろみ 

    昨年度同様今年度もよろしくお願いします。 

 

～須藤係長より～ 

市民課から異動

して参りました 

須藤です。 

桐生の歴史や文

化を活かしたまち

づくりを推進し、少

しでもみなさんの

お役に立てるよう

がんばりますので、

よろしくお願いい

たします。 
 

★★★現状変更の許可を忘れずにお願いします★★★ 

建物や工作物の新設等をする場合、現状変更の許可が必要

となります。事前に重伝建まちづくり課までご相談ください。 

平成 26 年２月における大雪で被災したカーポートなどについても、ご相

談下さい。 

連絡先：46-1111(内線 346・347) 

 
 


